
 

宅地建物取引業者に対する行政処分について 
令和６年１２月１１日 

東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課 

被

処

分

者 

商 号 株式会社Ｎ‐Ｎｉｎｅ 

代 表 者 黒川 友太（くろかわ ゆうた） 

主 た る 事 務 所 
東京都豊島区南池袋一丁目１６番１５号 ダイヤゲート池袋５

階 

免 許 年 月 日 
令和５年８月１８日 
（当初免許年月日 令和５年８月１８日）   

免 許 証 番 号 東京都知事（１）第１０９６９２号 

聴 聞 年 月 日 令和６年１０月３日 

処 分 内 容 宅地建物取引業務の全部停止１０日間 

業 務 停 止 期 間 令和７年１月６日から同月１５日まで 

適 用 法 条 項 

宅地建物取引業法第４８条第１項（従業者証明書不携帯時業務従

事） 
同法第４８条第３項（従業者名簿記載不備） 
同法第６５条第２項第２号（業務の停止） 

事 
 
実 
 
関 
 
係 

被処分者には、下記のとおり、宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号。以

下「法」という。）違反があった。 

記 

 

１ 被処分者は、従業者に法第４８条第１項に定める従業者であることを証する

証明書を携帯させずに、従業者をその業務に従事させた。 

２ 被処分者が、令和６年２月１３日時点で備え付けていた法第４８条第３項に

定める従業者名簿に、宅地建物取引業法施行規則（昭和３２年建設省令第１２

号）第１７条の２第１項各号に掲げる記載事項の一部の記載がなかった。 

これらのことは、上記１は法第４８条第１項に違反し、法第６５条第２項第２号

に該当し、上記２は法第４８条第３項に違反し、法第６５条第２項第２号に該当す

る。 
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